
騨
顎
接
接
鶴
騨
が
‐
騨
吋
承
萸
鴬
禽
弔
鷺
斑
筆
噸
叱
飢
騨
Ⅲ
醗
散
浮
篭
鷺
難
説
驚
臨
叱
‐
仏
箪
藍
繋
辞
謝
弾
騨
瞭
叩
脾
に
蔦
出

小
学
校
入
学
前
の
子
ど
も
た
ち
、
い
わ
ゆ
る
『
就
学
前
児
童
」
の

保
育
に
関
す
る
政
策
は
国
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
は
い
え
、

近
年
、
先
進
諸
国
の
多
く
は
共
通
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

出
生
率
低
下
で
あ
る
。
日
本
も
本
格
的
な
少
干
社
会
を
迎
え
た
。

こ
れ
を
保
育
施
設
の
運
営
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
経
営
の
危
機

と
い
う
深
刻
な
時
代
の
到
来
で
あ
る
。
資
本
主
義
社
会
の
サ
ー
ビ
ス

業
と
し
て
み
れ
ば
、
需
要
（
入
潮
希
望
者
数
）
が
供
給
（
定
員
数
）
を

下
回
れ
ば
、
保
育
施
設
倒
産
も
あ
り
う
る
。
時
代
は
規
制
緩
和
の
方

河
に
動
い
て
お
り
、
各
保
育
施
設
は
生
き
延
び
る
た
め
の
企
業
努
力

を
迫
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
、
日
本
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
子
育
て
支
援

の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
少
子
社
会
に
お
け
る
保

育
政
策
を
考
え
る
た
め
の
一
助
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
の
保
育

施
設
の
現
状
を
報
告
す
る
。
特
に
そ
の
理
念
的
背
景
に
は
わ
が
国
も

は
じ
め
に

ド
イ
ツ
の
保
育

Ｉ
保
育
施
設
・
保
育
サ
ｉ
ビ
ス
の
形
態
を
中
心
に
Ｉ

敷
乾
騨
酔

‐
‐
弗
豫
ジ
ヴ
ジ
‐
‐
蕊
‐
秘
評
騨
‐
酷
‐
‐
争
心
》
＄

ド
イ
ツ
の
現
在
の
保
育
事
情
を
見
る
際
に
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
’
九
九
○
年
十
月
の
東
西
ド
イ
ツ
統
一
で
あ

る
。
露
悪
次
世
界
大
戦
後
東
西
に
分
割
さ
れ
た
ド
イ
ツ
は
、
約
四
十

年
の
鰹
に
保
育
の
面
に
お
い
て
も
大
き
く
異
な
る
制
度
を
育
て
て
き

た
。東
側
の
旧
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
Ｄ
Ｄ
Ｒ
）
に
お
い
て
は
、
中
央

集
権
的
に
組
織
さ
れ
た
政
治
体
制
の
も
と
で
、
労
働
力
の
不
足
か
ら

女
性
の
就
業
は
聰
白
に
政
治
的
な
目
標
と
な
り
、
同
時
に
全
鷲
保
育

施
設
の
整
備
が
進
ん
だ
。
ち
な
み
に
保
育
所
も
教
育
シ
ス
テ
ム
に
組

み
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
乳
幼
児
期
か
ら
の
共
産
主
義
の
思
想
教
育
が

計
画
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
に
は
幼
い
子
ど
も
た
ち
が
一
箇
所
に
集
ま

っ
て
い
る
こ
と
が
都
合
が
よ
く
、
そ
の
こ
と
も
保
育
所
の
発
達
を
促

学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

、
ド
イ
ツ
の
保
育
制
度
の
概
要

二
）
東
西
統
一

争
謬
母
公
Ｔ
Ｉ
心
Ｉ
Ｊ
Ｉ
説
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
》
ノ
ー
‐
典
、
弗
守
〉
浜
豫
Ｊ
－
財
ｊ
Ｉ
Ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
Ｕ
ｎ
リ
心
鷺
心
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｊ
説
Ｉ
Ⅲ
‐
》
Ｊ
プ
⑭
騨
誤
、
品
４
③
）
ｙ
ｎ
ｎ
シ
眼
‐
Ｉ
説
別
別
説
別
Ｉ
皿
‐
ｊ
Ⅲ
‐
字
‐
…
戸
率
出
③
Ｊ
ｎ
Ｊ
眼
γ
》
γ
雫
酔
Ｉ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
Ｉ
、
‐
尹
黙
品
Ｉ
小
Ｊ
‐
；
罰
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｊ
Ｉ

小
宮
山
潔
子

１



Ｄ
Ｄ
Ｒ
を
吸
収
す
る
形
を
と
っ
た
旧
西
ド
イ
ツ
、
つ
ま
り
ド
イ
ツ

連
邦
共
和
国
（
Ｂ
Ｒ
Ｄ
）
の
戦
後
の
制
度
は
、
ナ
チ
ス
時
代
の
中
央

集
権
体
制
と
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
結
果
と
に
対
す
る
強
い
反
鐵
が
出

発
点
と
な
っ
た
。
権
力
の
非
集
中
化
に
つ
と
め
る
こ
と
は
連
邦
各
州

の
権
限
強
化
に
つ
な
が
り
、
地
方
分
権
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
ド
イ

ツ
の
保
育
制
度
を
規
定
す
る
法
律
は
児
童
青
少
年
援
助
法
（
嵐
且
臼

し
た
と
い
わ
れ
る
。
Ｄ
Ｄ
Ｒ
の
幼
稚
隣
も
「
共
産
主
義
的
人
格
の
癒

養
」
と
い
う
目
的
が
明
確
に
法
律
で
規
定
さ
れ
、
費
用
も
国
庫
か
ら

支
出
さ
れ
た
。
幼
稚
園
入
罰
の
権
利
は
法
律
的
に
保
障
さ
れ
、
三
歳

か
ら
就
学
の
始
期
に
至
る
子
ど
も
の
ほ
ぼ
全
員
に
同
質
な
全
日
保
育

の
場
が
提
供
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

掴
東
ド
イ
ツ
に
関
し
て
は
統
計
資
料
が
少
な
い
上
に
、
そ
の
数
字

が
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
場
合
の
こ
と
も
考
慮
し
て
お
く
必
要
が

あ
る
。
ほ
ぼ
一
○
○
％
就
翻
と
い
わ
れ
る
幼
稚
園
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
の
保
育
の
質
に
関
す
る
憶
報
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
統
一
後
、

少
し
ず
つ
そ
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

（
の
可
○
ｍ
ｍ
日
少
ロ
ロ
］
①
巴
②
．
ｇ
②
）

統
一
の
実
質
的
な
内
容
で
は
東
測
が
西
側
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う

形
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
保
育
施
設
に
関
し
て
も

当
て
は
ま
る
。
Ｄ
Ｄ
Ｒ
時
代
に
は
教
育
施
設
で
あ
っ
た
保
育
所
や
幼

稚
園
は
祷
祉
省
関
係
の
管
轄
下
に
入
り
、
教
諭
で
あ
っ
た
保
育
者
も

保
育
士
と
な
っ
て
新
た
な
道
に
踏
み
出
し
た
。

三
）
地
方
分
権

〈
洪
瀞
尹
臘
叫
叱
‐
叩
‐
叶
叱
‐
Ⅱ
叩
Ⅱ
札
（
‐
歎
竃
‐
灘
評
‐
⑱
叩
‐
‐
叩
‐
餌
‐
Ⅱ
‐
伊
乳
埒
凡
禦
㎡
‐
‐
‐
い
い
Ⅲ
冊
Ⅲ
Ⅲ
‐
餌
Ⅲ
‐
‐
開
‐
蔦
心
揺
諦
‐
拙
‐

ド
イ
ツ
の
保
育
制
度
を
連
邦
レ
ベ
ル
で
菅
糖
し
て
い
る
の
は
、
連

邦
家
庭
・
祷
齢
者
・
女
性
・
青
少
年
省
（
団
色
目
の
切
目
目
切
斤
の
旨
日

曽
・
可
囚
昌
一
】
の
》
の
①
ロ
】
○
吋
目
・
巨
口
。
］
巨
胸
の
邑
旦
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

日
本
の
厚
生
省
に
あ
た
る
役
所
で
あ
り
、
文
部
省
で
は
な
い
。
保
育

関
係
の
全
体
が
、
こ
の
場
合
は
福
祉
関
係
の
部
署
で
あ
る
が
、
一
つ

の
部
署
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
幼
保
一
元
化
は
、

日
本
と
比
べ
た
場
合
の
ド
イ
ツ
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
い
い
う
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
保
育
所
と
幼
樅
園
は
年
齢
別
の
保
育
施
設
で

あ
る
。
教
育
関
係
と
福
祉
関
係
を
当
初
か
ら
一
本
化
し
た
保
育
行
政

に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
養
護
、
保
育
、
教
育
を
総
合
し
て
子
ど
も

時
代
全
体
と
い
う
視
点
で
柔
軟
に
方
策
が
立
て
や
す
い
と
考
え
ら
れ

る
。日
本
の
幼
保
二
元
化
の
問
躍
を
議
論
す
る
際
に
、
ド
イ
ツ
の
幼
保

一
元
化
の
歴
史
的
状
況
と
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
現
実
的
な
利
点

を
考
慮
に
入
れ
て
い
く
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
一
元
化
の
具
体
的

ｉ
目
□
］
こ
い
の
且
三
｛
の
、
の
、
の
百
・
【
］
餌
の
》
后
巴
』
・
号
）
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
ド
イ
ツ
連
邦
全
体
に
ま
た
が
る
法
律
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
ご

く
大
枠
を
決
め
た
に
過
ぎ
ず
、
各
州
は
こ
れ
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
独

自
の
州
法
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
保
育
施
設
や
保
育
サ
ー

ビ
ス
に
お
い
て
も
州
に
よ
る
相
違
が
み
ら
れ
る
。
毎
年
各
州
の
担
当

大
臣
が
連
邦
の
監
督
省
に
集
ま
っ
て
開
か
れ
る
会
議
に
お
い
て
も
、

こ
れ
ら
の
相
違
に
関
す
る
否
定
的
見
解
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
三
）
幼
保
一
元
化

Ｉ
Ｉ
Ｊ
皿
Ｉ
Ｊ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｎ
晤
咄
ブ
ヅ
Ｊ
鍜
公
品
鍜
ｊ
Ｉ
Ｊ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
伊
争
‐
〉
守
り
Ｉ

２



卜
静
騨
糾
蕊
●
難
藤
咄
牌
Ⅲ
騨
埠
覚
弾

ごイツの保育

歴
史
豹
に
振
り
返
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
育
施
設
は
十
九
世

紀
半
ば
の
教
会
や
各
種
の
自
由
な
私
的
団
体
に
よ
る
育
児
施
設
に
そ

の
源
を
持
つ
。
こ
れ
ら
が
原
盤
と
な
っ
て
発
展
し
て
き
た
も
の
が
現

代
の
保
育
施
設
で
あ
り
、
伝
統
的
に
多
く
が
私
立
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
家
族
支
援
計
画
が
組
織
さ
れ
る
に
際
し
て
は
、

璽
家
や
自
治
体
は
個
人
や
団
体
に
対
す
る
助
成
的
機
能
を
難
に
果
た

す
べ
き
と
す
る
、
助
成
説
の
原
理
が
用
い
ら
れ
た
。
保
育
施
設
に
つ

い
て
も
、
箇
由
で
公
益
性
を
持
つ
私
立
の
担
い
手
に
よ
る
適
切
な
提

供
物
に
欠
け
る
と
き
に
初
め
て
公
立
の
も
の
の
出
番
が
来
る
、
と
い

う
立
場
を
と
る
。
行
政
と
し
て
は
私
的
な
施
設
運
営
者
の
意
河
を
尊

重
し
、
私
的
な
も
の
だ
け
で
は
欠
け
る
と
こ
ろ
を
公
的
な
も
の
で
揃

う
。
私
立
に
も
自
治
体
か
ら
の
補
助
金
が
交
付
さ
れ
、
公
立
、
私
立

が
仲
良
く
並
存
す
る
歴
史
は
長
い
。

福
祉
に
お
け
る
自
由
な
私
立
の
担
い
手
に
対
し
て
、
公
立
よ
り
も

優
先
権
を
与
え
る
と
い
う
考
え
方
は
す
で
に
一
九
二
二
年
制
定
の
帝

国
青
少
年
福
祉
法
の
中
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
流
れ
は
一
九
五
嘉
年
の

青
少
年
福
祉
法
（
Ｊ
Ｗ
Ｇ
）
に
受
け
継
が
れ
、
Ｋ
Ｊ
Ｈ
Ｇ
に
お
い
て

も
再
確
認
さ
れ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

な
像
を
描
き
や
す
く
す
る
の
で
は
な
い
か
。

二
、
保
育
施
設
、
保
育
サ
ー
ビ
ス

（
四
）
助
成
説
の
原
理

拙
搦
》
蝦
謬
拙
缶

●
鰯
竃
靜
叱
叱
‐
⑫
‐
叩
‐
‐
‐
●
騨
叩
熟
‐
‐
‐
‐
冊
僻
⑱
⑫
‐
鴬
学
弗
洪

ド
イ
ツ
の
通
鰯
保
育
施
設
の
主
な
も
の
は
、
菖
歳
未
満
児
が
通
う

保
育
所
（
国
且
の
鳥
１
号
の
）
、
一
一
》
～
六
歳
児
が
通
う
幼
稚
園

（
嵐
己
の
『
恩
『
庁
目
）
、
六
～
十
二
歳
児
が
放
課
後
通
う
学
童
保
育
所

（
尻
曰
号
呂
・
瓜
）
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
こ
れ
ら
は
年
齢
別
に
一
元

化
さ
れ
た
施
設
に
な
っ
て
い
る
。
一
部
で
こ
れ
ら
の
三
施
設
（
時
に

は
二
施
設
）
を
一
箇
所
に
ま
と
め
た
も
の
が
あ
り
、
国
曰
尹
（
児
童
通

園
施
設
、
寓
目
の
其
四
値
の
、
い
＆
＃
の
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
国
司
少
の
利

点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
駕
歳
に
な
っ
た
保
育
園
児
が
別
の
場

所
の
幼
雅
鬮
に
移
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
小
学
校
に
入
学
し
た
子
ど

も
が
放
課
後
に
今
ま
で
と
同
じ
保
育
施
設
に
通
え
る
こ
と
、
年
齢
混

合
ク
ラ
ス
の
構
成
な
ど
に
よ
り
、
核
家
族
化
、
少
子
化
、
都
市
化
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
！
遊
び
の
普
及
な
ど
に
よ
る
子
ど
も
た
ち
の
人
間
灘
係

体
験
の
不
足
を
補
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
保
育
内
容
に
関
し
て
も

長
期
的
計
測
が
立
て
や
す
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
【
弓
少
は
比
較
的

大
都
市
に
多
く
み
ら
れ
、
特
に
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
は
保
育
施
設
は

宍
弓
シ
に
収
赦
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。

ま
た
、
両
親
が
自
分
た
ち
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
て
設
立
し

た
保
育
グ
ル
ー
プ
が
存
在
す
る
の
も
ド
イ
ツ
の
特
徴
で
あ
る
。
自
治

体
も
奨
励
し
、
登
録
に
足
る
条
件
を
満
た
せ
ば
青
少
年
福
祉
協
会
か

ら
財
政
的
な
支
援
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
が
始
ま
っ
た
き

っ
か
け
は
、
保
育
所
の
不
足
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
き
い
が
、
自
分

た
ち
が
良
い
と
思
う
保
育
を
実
現
し
よ
う
と
い
う
動
き
や
、
両
親
同

。
）
種
類

幻
‐
説
睡
‐
‐
＃
説
‐
鴬
騨
‐
説
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
餌
ヅ
ッ
ッ
釦
が
謬
鰯
幹
事
餌
心
母
乳
‐
‐
診
説
‐
‐
‐
‐
叩
‐
Ⅲ
出
‐
‐
‐
＄
缶
一
Ｊ
‐
説
叩
‐

３



‐
‐
飢
蝋
幻
乾
弾
斑
叱
咄
蠅
俶
院
Ⅲ
助
預
血
貯
驚
歩

士
の
仲
間
作
り
の
動
き
か
ら
始
ま
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
グ
ル
ー
プ

作
り
の
盛
ん
な
と
こ
ろ
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
が
あ
り
、
一
九
九
四
年
の

統
計
で
約
四
六
○
の
登
録
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
。

施
設
で
は
な
く
、
家
庭
に
似
た
環
境
の
中
で
保
育
を
し
よ
う
と
い

う
の
が
、
家
庭
託
児
保
育
（
ロ
四
目
篇
貝
閼
の
の
亘
一
偶
の
）
の
シ
ス
テ
ム

で
あ
る
。
一
九
七
○
年
以
降
、
三
歳
以
下
の
子
ど
も
の
施
設
保
育
と

託
児
保
育
と
に
つ
い
て
連
邦
で
広
く
モ
デ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遂
行

し
た
結
果
、
両
者
は
侭
価
値
で
鵡
者
択
一
で
あ
る
と
い
う
調
査
結
果

が
示
さ
れ
た
こ
と
が
、
保
育
マ
マ
（
弓
眉
の
、
冨
巨
＃
の
門
）
の
存
続
に
大

き
な
力
を
持
っ
た
。
保
育
マ
マ
に
は
資
格
等
特
別
な
認
可
は
必
要
と

さ
れ
て
い
な
い
。
若
干
の
州
で
は
家
庭
託
児
保
育
の
取
り
決
め
を
行

う
団
体
に
州
の
補
助
金
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
保
育
マ
マ
の
資
質
向

上
や
公
的
な
認
耀
に
努
め
る
醸
体
に
連
邦
か
ら
補
助
金
が
出
る
こ
と

も
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
小
学
校
入
学
の
年
齢
は
六
歳
で
あ
る
が
、
こ
れ

が
比
較
的
柔
軟
に
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
こ
ろ
は
日
本
と
の
大

き
な
相
違
で
あ
る
。
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
、
幼
稚
園
と
小
学
校
と

の
相
互
乗
り
入
れ
コ
ー
ス
が
存
在
す
る
背
景
に
は
、
小
学
校
に
お
け

る
留
年
や
就
学
延
期
が
必
ず
し
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
ド

イ
ツ
的
事
情
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
五
歳
児
用
の
就
学
前
ク
ラ
ス
（
予

備
学
年
、
『
・
鳥
］
煙
い
、
）
は
小
学
校
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ベ

ル
リ
ン
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
な
ど
に
あ
る
。
五
、
六

歳
児
対
象
の
二
年
間
の
入
学
準
備
課
程
（
国
ロ
恩
局
、
⑭
（
具
の
）
は
幼
稚

園
、
小
学
校
の
双
方
に
見
ら
れ
、
ヘ
ッ
セ
ン
、
バ
イ
エ
ル
ン
な
ど
に

蕊
蝋
が
雅
飢
‐
⑫
叱
騨
叩
附
‐
叩
‐
餌
‐
漁
夢
〉
甲
噂
〉
誹
誹

（
表
２
）
～
（
表
４
）
に
保
育
所
、
幼
稚
園
、
学
童
保
育
所
、
そ
れ

ぞ
れ
の
定
員
数
及
び
該
当
年
齢
児
に
対
す
る
そ
の
割
合
を
示
す
。

一
九
九
四
年
の
時
点
で
幼
糀
園
定
員
が
該
当
年
齢
児
数
を
上
回
る

州
は
半
分
に
満
た
ず
、
満
た
し
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
が
腰
東
ド
イ

ツ
地
域
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
状
況
は
そ
の
後
大
き
く
改
善
さ
れ
る
こ

あ
る
。
い
ず
れ
も
幼
稚
園
か
ら
小
学
校
へ
の
円
滑
な
移
行
を
目
指
し

た
も
の
で
、
幼
雅
園
か
ら
保
育
士
、
小
学
校
か
ら
教
師
が
参
加
し
て

協
同
活
動
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ク
ラ
ス
は
幼
稚
園
と
並
存
し
て

お
り
、
ど
れ
を
選
択
し
て
も
い
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
施
設

に
通
う
五
歳
児
は
連
邦
全
体
で
約
五
％
と
い
わ
れ
る
。

ま
た
、
学
校
幼
稚
鰯
（
②
。
ｇ
冒
且
の
品
閏
（
：
）
も
長
い
歴
史
が

あ
る
。
こ
れ
は
、
就
学
年
齢
に
達
し
て
い
る
が
、
ま
だ
入
学
に
必
要
な

発
達
的
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
子
ど
も
が
一
年
間
通
う

施
設
で
あ
る
。
こ
れ
は
州
に
よ
っ
て
は
、
就
学
前
ク
ラ
ス
、
準
備
ク

ラ
ス
（
ぐ
。
Ｓ
の
『
の
旨
□
ぬ
鼻
］
四
ｍ
い
の
）
、
育
成
ク
ラ
ス
（
恩
ａ
の
塾
【
汀
、
、
の
）

な
ど
と
よ
ば
れ
、
バ
イ
エ
ル
ン
と
（
ｉ
デ
ン
１
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク

を
除
い
て
、
学
校
の
施
設
で
あ
る
。

特
殊
幼
稚
園
（
⑭
。
且
の
鳥
目
』
の
『
恩
耳
の
ロ
）
は
障
害
の
あ
る
子
ど
も

の
た
め
の
施
設
で
あ
る
が
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
は
、
そ
れ
は
特
殊
学
校

の
学
校
準
備
施
設
（
ｍ
・
目
｝
ぐ
○
号
の
司
鼻
の
ａ
の
屡
目
・
耳
目
、
）
と
な

っ
て
い
る
。

（
表
１
）
に
各
種
の
保
育
施
設
の
概
要
を
示
す
。

品
々
心
Ｌ
品
，
ｉ
欝
叩
ツ
ー
弘
‐
‐
‐
‐
‐
説
‐
ツ
ー
餌
品
‐
〉
γ
酔
騨
診
説
‐
‐
弘
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
＃
‐
‐
‐
》
＄
み
》
貼
品
獣
‐
‐
騨
叺
‐
ツ
ー
学
ツ
ー
‐
‐
‐
‐
尹
鈩
‐
＃
餌
‐
‐
‐
‐
強
壹
命
公
》
ヅ
ゾ
ゾ
＃
＃
‐
‐
‐
肘
ツ
ー
‐
叩
Ⅱ
‐
‐
‐
叱
騨
‐
‐
‐
ヅ
ッ
ッ
ー
争
鈩
貼
品
品
Ｊ
＄
Ｊ
乳
》
ず
品
く
ず
学
‐
公
品
ツ
ー
＃
ヅ
ッ
ー
説
ヅ
ッ
ー
ッ
ッ
＃
‐
‐
＃
＃
＃
説
‐
‐
説
‐
ツ
ー
‐
‐
＃
説
＃
＃
‐
‐
‐
‐
‐
‐
＄
‐
‐
‐
ｊ
ｆ
ｌ

三
）
施
設
数
、
定
員
、
充
足
率

４
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(表1）Ｏ～１４歳の子どものための保育施設 1994年の数字。連邦統計局1996

淀

彦

(出典）Oberhuemer/Ulich(1997）『KinderbetreuunginEuropa』ＢｅｌｔｚＳ８８

(表2）３歳以下の子どもに対する保育施設定員及び充足率 (1990/及び1994）

(出典）Statistisches
Jugendhile減

Bundesamt(1996）轡EmrichtungenundtfitigePersonenｉｎｄｅｒ
ｖｏｎｌ９９０/９１ｕｎｄｌ９９４

５

施設
子どもの年齢／

対象年齢児に対する供給の割合
開園時間 経営主体 所管

Ｆ￣

保育園

｢丙=可惠￣－－￣￣￣詩O～3歳
3歳以下の子どもの6.35％が入潮
できる数

全日保育
公立あるい'３
私立

年
省

少
の
青
似

、
省
類

会
当
か

社
担
ほ

幼稚罰
3～6歳
3～6歳児の90.7％が入園できる数

多様である
午前保育
昼の中断を含ん
で14時頃まで
全日保育など

私立あるいは
公立

社会、青少年
担当省
ほか類似の省

年齢混合
児議彌嗣
施設

4ヶ月～6歳（ノルトラインーウェス
トファーレン）
3～12歳(モデル施設）

大部分全日保育
私立あるいは
公立

鐘管青少年
ほか類似の省

就学前ク
ラス/学校
幼稚塵

鵜前クラス
Ｌ７％(1990年|日西ドイツ）
学校幼稚園
1.7％(1990年旧幽ドイツ）

午前中

公立(バイエ
ルンとバーテ
ンーヴュルテ
ンベルクを勝
<）

教育省
ほか類似の省

学童保育
所

～10歳なＩ
～１０歳の］
～１２歳の、

し6～
､６％

9％

12/14歳

校鐘
で

岬
唯

く
０

後
汀

校
Ｊ
常

下
前
通

公立あるい↓３
私立

社会、青少年
担当省
ほか類似の省

家庭託児
保育(保育
ママ）

0～3歳(時にはもう少し年長児も）
O～3歳児の1.8%(1990年､|ロ西ドイ
ツ）

個別交渉による 鐘者欝少年
ほか類似の省

州

199

３歳以一
月
での子ども
定員

充足率

199

３歳以下の子ども
脇定員

9１

充足率

ﾊﾞｰﾃﾞﾝｰｳﾞｭルテンベルク

バイエルン

ベルリン（西）

ブレーメン

ハンブルク

ヘッセン

ニーグーザクセン

ﾉﾙﾄﾗｲﾝｰｳｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ

ﾗｲﾝﾗﾝﾄｰプファルツ

ザールラント

ｼｭﾚｽﾞｨﾋｰﾎﾙｼｭﾀｲﾝ

4,318

4,136

12↑０３９

lf218

５､６５５

３↑９４６

３，９０９

8,884

1,186

５４５

１'２２８

２
０
１
４
９
１
５
５
９
７
４

１
１
９
６
１
２
１
１
０
１
１

１
１

3,881

31414

111764

390

4γ６９９

３，３３３

３，９６０

５，１１５

696

259

642

１
９
９
０
８
８
６
９
５
８
７

１
０
７
２
９
１
１
０
０
０
０

１

|西ドイツ 47↑０６ ２， ３８，１５３ Ｌ８

リ
ン
レ
セ
セ
ー

ル
ラ
ク
ク
ク
ュ

ベ
ブ
メ
ザ
ザ
テ

／（束）

三ンプルク

ノプルクーフォｱﾎﾟﾝﾒﾙﾝ

ノーアンハルト

ｌンゲン

12,766

21,292

11,507

23,592

19,553

14,979

４
４
９
２
２
６

５
５
３
３
４
３

２８，６９８

49,941

30,584

691014

36,086

40,957

70.1

64.6

50.0

51.9

43.4

54.0

旧東ドイツ及び東ベルリン 103,689 41.3 255,280 54.2

ドイツ全体 150,753 ６，３ 293↑４３ lＬ２



斑

(表３）３～６歳の子どもに対する保育施設定員及び充足率 (1990/91及び1994）

聯

罰

鼻

鞠

jundesamtU99ﾋﾞ
ｱonl990/9ＩＹｍ（

ａｔｌＥｅ２ｅｒｓｃ

(表４）小学校期の子どもに対する保育施設定員及び充足率 (1990/91及び'994）

(出典）StatistischesBundesamt(1996）‘ｲEinrichtungenundtatigePersoneninder
Jugendhile,，vonl990/91ｕｎｄｌ９９４

６

(出典）ごtatlstlsch

Jugendhile
esBundesamt(1996）“EinrichtungenundtiitigePersoneninderD]

vonl990/９１ｕｎｄｌ９９４

州

1994

6～10歳の子ども
に対する定員

充足率

1990ノ

6～10歳の子ど
もに対する定員

9１

充足率

バーデンーヴュルテンベルク

バイエルン

ベルリン（西）

ﾌﾞﾚｰﾒﾝ

ハンブルク

ヘッセン

ニーダ～ザクセン

ﾉﾙﾄﾗｲﾝｰｳｪｽﾄﾌｧｰﾚﾝ

ﾗｲﾝﾗﾝﾄﾌﾟﾌァルッ

ザールラント

ｼュレスヴィヒーホルシュタイン

13,125

24,990

229392

4,044

12’703

17ｼ700

10,091

29,950

5,013

997

4,770

８
８
３
３
２
２
０
９
８
２
２

２
４
７
６
１
７
３
３
２
２
４

２
１
２

７
０
８
０
７
５
８
８
０
７
０

８
４
８
４
３
７
９
６
３
９
８

２
７
７
５
８
５
６
３
４
９
４

１
Ｊ
ｊ
，
↑
１
Ｊ
ｊ
，
ザ

２
７
３
３
０
６
９
７
４
４

１
２
２
１
１
２

６
９
５
８
９
２
７
２
３
８
５

９
７
１
２
２
４
２
９
８
３
４

２
５
０
５
０
７
３
３
２
２
４

３
１
２

１日西ドイツ 145,775 5.1 141,740 ５．５２
ベルリン（束）

ﾌﾟﾗﾝデンプルク

メクレンプルクーフォアポンメルン

ザクセン

ザクセンーアンハルト

テューリンゲン

５７，６３９

93,830

49,692

121↑925

71,371

91,100

７
６
３
９
４
８

０
５
５
２
９
７

８
６
４
５
４
６

42,512

92,242

49,219

107,555

６
７
７
５
一
一

３
５
８
７

０
２
２
４

６
６
４
４

１日束ﾄﾞｲﾂ及び東ベルリン 485,557 ５８．２ 291,528 50.87
ドイツ全休 631,332 17.2 433,268 13.80

州 |垂亙亟…
199411990/9１

3～6歳の＋ども鍬

199411990/9１

元疋昌談

1ｑｑ４１１ｑｑｎ／ｑｌ

パーデンーヴュルテンベルク

バイエルン

ベルリン

395,714335,688

366,473262,457

88,206101,927

366'６２８323P027

416,381364,777

106,577113,709

107.9103.9

88.0７１．９

８２８ＲｑＲ

西ベルリン

東ベルリン
38,99138,838

49,215６３，０８９

64,97059,861

41'60753,84{ |]i1:１，i::；
プランデンブルク

ﾌﾞﾚｰﾒﾝ

ハンブルク

ヘッセン

メクレンブルクーフォアポンメルン

ニーダーザクセン

ノルトラインーウェストファーレン

ﾗｲﾝﾗﾝﾄｰプファルツ

ザールラント

ザクセン

ザクセンーアンハルト

シュレスヴィヒーホルシュタイン

テューリンゲン

93,814130,05

15,03211↑96

２８，９６４21,39

176,578152,74

６５族49187,77

198ｼ741133↑42

450,615406,02

144,938116,83

33,87330,43

157,243199↑55

９３，１０６106,48

６８，９０４42,22'

９３↑９９６126,34'

７９↑207104,558

19,691l7f894

４８，８３９41,903

193'441159,774

６０，３５４83,405

365,623227,240

613,074546,610

137,028119,836

３４F６９９32'144

132,733172↑431

83,434108,568

９１，０７４78,041

７５f837101,001

118.4124.4

７６．３６６゜8

59.351.0

９１，３９０．０

108.5105.2

７４．８58.7

73.574.3

105.8９７．５

９７．６94.7

118.5115.7

111.6９ａｌ

７５．７54.1

123.9125.1
旧西ドイツ 1,918,8231,552.027 2,251,4481,981,115 85.278.
１日東ﾄﾞｲﾂ及び束ベルリン 552,865713,306 473,172623,803 116.8ｕ4.

ドイツ全休 2,471,6882,265,333 21724,6202'604,918 90.7８７．０



え

ドイツの保育

驚
擬
Ｊ
〈
品
騨
擶
‐
脾
咀
叱
‐
叫
咋
口
母
八
４
町
翰
叱
壹
按
彰
部
竃

と
と
な
る
。
’
九
九
六
年
一
月
一
日
以
降
、
ド
イ
ツ
で
住
一
一
歳
に
な

っ
た
す
べ
て
の
子
ど
も
は
幼
稚
園
入
園
に
つ
い
て
法
律
上
の
請
求
権

を
持
つ
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
幼
碓
薗
入
園
を
権
利
と
し
て

請
求
で
き
る
こ
と
が
法
的
に
裏
付
け
ら
れ
、
幼
稚
園
定
員
数
が
該
当

年
齢
児
数
を
下
回
っ
て
い
た
自
治
体
は
事
態
の
早
急
な
改
善
を
迫
ら

れ
た
。
そ
の
結
果
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
財
政
状
態
が
緊
張
状
態
に

突
入
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

幼
稚
剥
全
入
の
実
現
の
際
し
て
は
、
現
在
の
質
的
基
準
、
た
と
え

ば
、
グ
ル
ー
プ
の
大
き
さ
や
保
育
士
の
配
分
の
割
合
、
劉
内
の
設
徽

と
い
っ
た
も
の
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
言
わ
れ
、
ま
た
、
「
二
ク
ラ
ス

の
施
設
」
の
広
ま
り
が
心
配
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
た
だ
該
当
の
家
族

の
た
め
だ
け
に
作
る
小
さ
な
施
設
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
乗
り
越
え
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
幼
稚
露
全
入

は
進
ん
で
い
る
。
質
的
基
準
の
確
保
が
今
後
の
最
重
要
課
題
と
さ
れ

て
い
る
。

保
育
所
に
関
し
て
は
、
保
育
所
が
子
ど
も
の
発
達
に
と
っ
て
良
い

刺
激
と
な
り
、
社
会
的
な
力
を
伸
ば
す
と
い
う
面
で
も
意
味
の
あ
る

施
設
だ
と
い
う
見
解
は
一
般
的
理
解
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
児

童
政
策
、
家
族
政
策
に
お
い
て
肯
定
的
立
場
を
得
ら
れ
て
い
る
と
は

言
い
切
れ
な
い
現
実
が
あ
る
。
三
歳
未
満
児
は
家
庭
な
い
し
家
庭
的

雰
副
気
の
中
で
育
つ
こ
と
が
好
ま
し
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
政
麓
が
、
育
児
手
当
や
育
児
休
暇
の
普

及
で
あ
り
、
家
庭
託
児
保
育
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
保
育
所
定
員

の
不
足
を
保
育
政
策
の
遅
れ
と
す
ぐ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な

荘
缶
，

〉蔦蝉脅‐』謬説‐誤謬鳶飢‐‐‐弘‐叫叱餌⑱‐‐Ⅱ‐附叱‐‐‐‐‐‐〈侯‐〉計弾シ鱒‐‐尹離‐‐‐‐‐‐⑱‐‐‐町‐尹隠‐‐‐‐‐‐‐むき鱒睡‐シ⑱‐⑱‐いい町‐‐‐‐Ⅲ‐‐‐呼鈴却蔦心心‐‐‐‐心誹懲尹伊‐勘‐‐‐‐‐‐‐字缶蹴‐‐‐説‐‐‐誹説‐‐‐缶戦謬鍜尹鍜尹鍜ヅッッー‐叱説‐説鈩‐誹叱‐‐‐‐‐シヅ誹飢‐‐‐〉γ晶晶晶鈩‐‐叩鈩尹飢‐叩Ⅱ‐餌‐‐叩‐餌‐‐町‐‐‐‐‐‐‐‐‐凡‐、魚搦晶晶晶』説爵‐シシ説‐叩尹叩‐‐‐勘‐‐‐‐‐‐勘‐町‐‐γ‐別々鈩戸》鍜缶紗晶』ず勘シＰ‐‐ツー‐‐‐‐‐‐

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
育
所
入
所
の
希
望
を
満
た
し
き
れ
て
い
な

い
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
保
育
政
策
の
今
後
の
課
題
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

は
畷
白
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
小
学
校
の
授
業
時
間
は
長
く
な
い
。
『
半
日
学
校
」
の
長

い
伝
統
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
の
た
め
の
午
後
の
施
設
の

設
置
は
進
ん
で
い
な
い
。
幼
稚
園
入
園
を
権
利
と
し
て
請
求
で
き
る

と
し
た
こ
と
か
ら
発
展
し
て
、
学
童
保
育
所
の
議
論
の
背
景
に
も
同

様
の
考
え
方
が
出
て
き
て
い
る
。
同
時
に
、
就
学
児
童
の
世
話
に
は

多
様
な
選
択
肢
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
年
齢
混
合
の

昼
間
保
育
施
設
で
あ
る
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
へ
の
入
所
や
小
学
校
や
幼
靴
園
の

施
設
の
利
用
な
ど
で
あ
る
。

旧
西
ド
イ
ツ
の
保
育
施
設
に
は
伝
統
的
に
公
立
よ
り
も
私
立
の
ほ

う
が
多
か
っ
た
。
設
置
数
は
大
ま
か
に
言
っ
て
私
立
七
十
％
、
公
立

三
十
％
で
あ
っ
た
。
一
方
、
旧
東
ド
イ
ツ
で
は
ほ
と
ん
ど
が
公
立
で

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ろ
。

私
立
の
運
営
者
を
見
る
と
、
宗
教
関
係
が
多
い
。
新
教
社
会
奉
仕

団
な
ど
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
と
カ
リ
タ
ス
教
会
な
ど
カ
ト
リ
ッ
ク
系

が
主
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
ド
イ
ッ
パ
リ
テ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
編
祉

事
業
団
、
労
働
者
福
祉
団
、
ド
イ
ツ
赤
十
字
、
青
少
年
グ
ル
ー
プ
な

ど
の
青
少
年
団
体
、
ユ
ダ
ヤ
人
中
央
冨
祉
所
な
ど
の
各
種
趨
体
、
企

業
、
法
人
や
連
盟
な
ど
が
あ
る
。

各
保
育
施
設
の
開
所
時
間
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
た
と
え
ば

（
三
）
施
設
運
営
者
、
開
所
時
間

７
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保
育
所
を
見
て
も
、
何
時
か
ら
何
時
ま
で
擬
高
何
時
間
ま
で
と
い
っ

た
取
り
決
め
が
多
く
、
同
一
施
設
内
で
も
子
ど
も
の
滞
所
時
間
は
一

定
で
は
な
い
。
全
日
と
い
わ
れ
る
も
の
は
文
字
通
り
丸
一
日
で
、
合

計
八
時
間
と
か
十
時
間
と
か
で
あ
る
。
保
育
所
で
は
終
了
時
間
は
ベ

ル
リ
ン
の
十
九
時
菫
十
分
ま
で
が
一
番
遅
く
、
報
告
さ
れ
て
い
る
も

の
の
中
に
は
そ
れ
以
後
の
も
の
は
な
い
。
滞
所
時
間
の
遍
長
は
ベ
ル

リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
十
二
時
間
で
あ
る
。
開
所
時
間
の
規
定
を
持

た
ず
に
、
必
要
に
応
じ
て
柔
軟
に
対
応
す
る
と
い
う
州
も
あ
る
の
で
、

実
質
的
な
時
間
は
少
し
前
後
す
る
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
学
童

保
育
所
で
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
ー
プ
フ
ァ
ル
ッ
の
最
長
二
十
時
ま
で
と

い
う
規
定
が
あ
る
。
シ
ュ
レ
ス
ビ
ィ
ヒ
ー
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
で
は
施
設

運
営
者
に
翻
所
時
間
に
対
す
る
決
定
権
を
与
え
て
い
る
。

日
本
と
異
な
り
、
ド
イ
ツ
の
学
童
保
育
に
は
早
朝
保
育
が
あ
る
。

そ
の
場
合
、
子
ど
も
は
た
と
え
ば
、
朝
六
時
に
学
童
保
育
に
行
き
、
そ

こ
か
ら
小
学
校
に
登
校
し
、
放
課
後
学
童
保
育
に
戻
る
と
い
う
形
を

と
る
。
旧
東
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
家
庭
よ
り
も
保
育
所
で
過
ご
す

時
間
の
長
い
子
ど
も
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

中
翫
の
あ
る
全
日
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
昼
食
時
間
に
は
帰
宅
し

て
家
庭
で
食
事
を
し
、
午
後
ま
た
保
育
施
設
に
戻
る
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
昼
食
を
一
時
帰
宅
し
て
家
庭
で
取
る
と
い
う
一
部
の

就
業
習
憧
と
連
動
し
た
制
度
で
あ
る
。
半
日
保
育
の
多
く
は
午
前
中

の
み
、
あ
る
い
は
午
前
中
か
ら
午
後
二
時
く
ら
い
ま
で
を
保
育
施
設

で
過
ご
す
の
で
あ
る
が
、
尽
一
食
が
つ
く
も
の
と
つ
か
な
い
も
の
と
が

あ
る
。
昼
食
の
つ
か
な
い
場
合
、
自
宅
で
食
事
を
し
た
後
、
ま
た
幼

ｈ
窃
蝋
田
川
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保
護
者
か
ら
徴
収
す
る
保
育
料
の
額
は
州
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
が
、
概
ね
子
ど
も
に
か
か
る
費
用
の
二
十
％
前
後
で
あ
る
。
保

護
者
の
収
入
に
よ
っ
て
段
階
的
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、

ま
た
当
然
、
子
ど
も
の
年
齢
、
保
育
時
間
、
昼
食
の
有
無
な
ど
に
よ

っ
て
も
異
な
り
、
き
ょ
う
だ
い
の
在
籍
の
有
無
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と

も
多
い
。

私
立
の
保
育
施
設
に
は
宗
教
系
の
も
の
が
多
い
が
、
こ
の
場
合
、
教

会
の
経
営
も
僧
職
者
の
給
与
も
教
会
税
が
当
て
ら
れ
る
仕
組
み
が
あ

り
、
保
育
施
設
も
教
底
が
運
営
し
て
い
る
の
で
施
設
の
運
営
を
保

育
料
に
全
面
的
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
寄
付
金

や
自
ら
の
基
金
な
ど
の
財
源
も
あ
る
。

公
立
で
あ
れ
私
立
で
あ
れ
、
各
保
育
施
設
に
は
公
的
な
補
助
金
が

あ
る
。
各
自
治
体
は
補
助
金
に
つ
い
て
の
蕪
準
を
設
け
る
と
同
時
に
、

定
期
的
に
、
人
的
舵
置
、
建
物
の
状
況
、
安
全
性
、
保
育
内
容
な
ど

に
つ
い
て
調
査
し
、
結
果
を
補
助
金
に
反
映
さ
せ
る
。
連
邦
家
庭
・
高

齢
者
・
女
性
・
青
少
年
省
の
保
育
担
当
部
長
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト
女
史

椛
園
な
ど
に
戻
っ
て
一
時
欄
程
度
を
す
ご
す
も
の
も
あ
る
。
小
都
市

が
多
く
、
職
住
近
接
が
珍
し
く
な
い
と
い
う
ド
イ
ツ
の
事
情
が
背
景

に
あ
ろ
う
。

（
表
５
）
～
（
表
７
）
に
○
～
三
歳
児
、
三
～
六
歳
児
、
小
学
校
児

の
た
め
の
保
育
施
設
の
関
所
時
間
の
規
定
を
、
グ
ル
ー
プ
の
大
き
さ

と
保
育
者
割
り
当
て
率
の
規
定
と
共
に
示
す
。

（
四
）
保
育
料

８
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l岸竃涌所赫誇轄備季昌会横成腎料(1997)とj{､|の白響(1996)から作成

州 通常舗所時間
グループの
大きさ

保育所割当率

パーデンーヴュル

テンペルク

1997年１月1日より州の幼稚
園要綱に統一

規則なし

バイエルン 規定なし 8～12人 専門職1人+補助職1人

ベルリン

61]寺～18時の間の7～91]寺間
'2時間以内で6時～19時3０
分

保育時間によ
る

専P陞職1人/子ども6人/9時間
専栂職1人/子ども7人/7時掴

プランデンブルク 8～10時間 最大10人
専門職1人/子ども7人
(1997.Ｌ７～）

ブレーメン

ブレーメンｼｭﾀｯﾄ：13.25
時間/週
ブレーメンﾊｰﾌｪﾝZ1L65
時間/3才以下の子ども

￣

蛾大8人

社会教育士1人/保育助手1人／
グループ
両親主導グループの場合は社
会教育士1人/両親グループ

ハンブルク 8～1211雑１１ 12～13人
専門職2人/子ども12人
(13市ljlJ村）

ヘッセン 規定なし 7～10人
1才以下:専門職1人/子ども8人
1～2才:専門職1人/子ども7人
2～3才:専門職1人/子ども10人

メクレンブルク‐
ﾌｫｱﾎﾟﾝﾒﾙﾝ

101]雑iｊ 規定なし 専１１１１職1人/子ども6人

ニーダーザクｾﾝ
子どもの幸せと両親の希望
とを考慮してとりきめる

最大15人
(2才以下7人）

社会教育土1人十専?V職1人/子
ども媛大15人

/ルトラインーウ

エストファーレン

3才以下の子どものための
年齢混合グループのある
ＫＩＴＡにおいて、７時～18時
の職で最大8,5時間

15人 専門職2人/子ども15人

ラインラントープ
ﾌァルツ

必要に応じて柔軟に対処 8～10人 専門職2人

ザールラント 6時間 １０人 専門職1人/子ども5人

ザクセン 9時間 最大20人 専門職1人/子ども6人

ザｸｾﾝｰｱﾝﾊ

ルト
6時～18時のｌｌｌ]の8時|醜 12～15人 専門職2.4～3人

シュレスヴィヒ-

ﾎルシュタイン

全日の場合鳳食つき鰻低６
時1ＩＦ］
平Ｈ５Ｒは最低４時間

遜大10人 専門職2人/子ども10人

ﾃｭｰﾘﾝｹﾞﾝ 611キー18時の鰯の1011寺間 股大8人
鱗:\職Ｌ6人
1才以下:専P『】職2人
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州 通常関所時間
グループの

大きさ 保育者曹Ⅱ当率

バーデン

一ヴュルテンベルク
1997.1.1の州の幼稚園要綱
による 規定なし 規ﾛﾘなし

バイエルン 競低週30時間 最大25人 保育土 人十保育助手兇/グループ

ベル]ノン 7～9時間
最大12聴観

10～12人
半日：15人

専門職
専門職
聯llIij職

人/子ども10人/9時11$１
人/子ども12人/7時間
人/子ども15人/4～5時柵

プランデンブルク 8～10時繩 壌大18人 専門職1人/子ども１
間

人/8～10時

ﾌﾞﾚｰﾒﾝ 必要に応じて 20人 子どもとlI寺間に応じて見赦モリ

ハンブルク
8～12時M](全日）
6～711#間(＃則[折のある全日）
4～5時iHj(半日）

0人

§立は22人
f合グループ
上15人

専門職2人/子ども20人
専門職Ｌ5人/子ども20人
専禰職0.75人/子ども20人

ヘッセン 規定なし 0～25人 専ｉＩＩｊ職1人/子ども20～25人

メクレンブルクーフ
オアポンメルン １０時間 8人 蝉PLj職1人/子ども18人

ニーダーザクセン 半日は4時間
全日は6時iH１ 25人 社会教育士1人+専l1lj職1人/子ど

も25人

ノルトラインーウェ
ストファーレン

幼稚園は71]寺llM］
ＫＩＴＡは8.5}l靴！］

幼雅園は25人

KITAは20人

幼碓遜:専門職1人/保育土1人/子
ども25人

ＫＩＴＡ:専門職2人/当子ども20人

ラインラントープフ
アルツ 7時郷までの卿で自I|］

20～ｌ

全日Ｉ
人

22人
専門職1.75～2人／子ども15～
20人

ザールラント '6''細］ 20～Ｚ 人 蝉''１職1人/子ども12～15人

ザクセン 9時剛 規定t’ 教育士1人/子ども13人

ｻﾞｸｾﾝｰｧﾝハル 6時～18時の１Ｍ）
少なくとも811寺間

12～1 人 専門職1人補助職1人/子ども1８
人

シュレスヴィヒーホ
ルシュタイン

4時間
6時識(全日）

20～25人

(2000年まで）
18～20人
(2000年まで〉

尋１１[]職Ｌ５人/グループ

テューリンゲン 1011寺間 15～18人 軌'[]職1.5人/lOll制1Ｍ



ドイツの保育

(表7）学童保育所における開所時間、グループの大きさ、保育者割当率

児童通所施設整備委員会構成資料(1997)と州の白書(1996)から作成

(出典）DeutschesJugendinstitute.v､1998
TageseinrichtungenfUrkinderP1uralisierungvonAngebotenSl85

1１

州 通常開所時間
グループの
大きさ

保育者割当率

バーデンーヴュル
テンベルク

学校内保育所は少なくとも
5時間
法的規定なし

20人 専門職2人

バイエルン 7時～１８時 最大25人
教育専門職1人+教育補助職1人
/子ども25人

ベルリン
7時間/9時間
学校内保育所:8～16時､6～
１８時

１６人
20人

専門職1人
専門職1人

ブランデンブルク 5～6時間
規定なし
少なくとも4人

専門職0.8人/子ども15人

ブレーメン
10時～16時
必要に応じて早朝、午後廷
長

全日最大20人。
半日や中断を
含む全日に別
枠定員。

専門職1人/子ども20人

ハンブルク 6～18時間
20～22人
(最大25人）

教育専門職1人/グループ

ヘッセン 規定なし 20～25人 専門職1人/グループ

メクレンブルクー
フォアポンメルン

6時間 22人 専門職１人/グループ

ニーダーザクセン
7時間
7時間30分～16時

最大20人
社会教育士1人+専門職1人

ノルトラインーウ

エストファーレン
7時間 20人 専門職2人/グループ

ラインラントープ
ファルツ

必要に応じて柔軟に決める
17時まで
最大20時まで

15～120人 専門職1.5人/グループ

ザールラント 7時～18時 15～20人 専門職1人/子ども12人

ザクセン
6時30分～18時の中で5時間
早朝学童保育の場合は6時
間

規定なし
教育専門職0.8人(早朝保育は
0.9人)/子ども20人

ザクセンーアンハ
ルト

8時間
学内保育所:6～18時

18人
20～25人

専門職0.9人/子ども１８人

シュレスヴィヒ‐
ホルシュタイン

施設運営者が決定 15～20人 専門職1.5人/子ども15～20人

テューリンゲン
5.5時間
学校内保育所:6～18時

15～20人
20～25人

専門職１人(5時間の場合）
専門職1人



の
話
で
は
、
公
的
補
助
金
の
保
育
料
に
占
め
る
割
合
は
州
に
よ
っ
て

五
十
％
か
ら
八
十
％
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

人
件
費
、
物
品
費
な
ど
の
運
営
費
、
両
親
の
負
担
金
な
ど
に
関
し

て
若
干
の
州
の
規
定
を
見
る
と
、
た
と
え
ば
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン

州
の
場
合
、
州
が
保
育
専
門
職
に
か
か
る
費
用
の
二
十
％
を
出
す
。

こ
れ
は
、
障
害
を
持
つ
子
ど
も
と
の
統
合
グ
ル
ー
プ
を
設
け
て
高
度

な
教
育
を
受
け
た
専
門
職
を
一
雇
用
し
て
い
る
場
合
、
’
○
○
％
に
な

る
。
さ
ら
に
統
合
グ
ル
ー
プ
に
二
人
目
の
専
門
職
が
い
れ
ば
、
そ
の

人
件
費
の
二
十
五
％
が
支
払
わ
れ
る
。
一
方
、
両
親
の
負
担
金
は
、
両

親
の
状
況
に
応
じ
て
施
設
運
営
者
に
よ
り
段
階
的
に
決
め
ら
れ
て
い

る
。
考
慮
さ
れ
る
の
は
保
護
者
の
収
入
と
子
ど
も
の
き
ょ
う
だ
い
の

有
無
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
両
親
の
負
担
額
は
保
育
所
で
、
ゲ
ッ
テ

ィ
ン
ゲ
ン
の
場
合
月
額
○
～
九
○
九
マ
ル
ク
、
ハ
ノ
ー
バ
ー
の
場
合

○
～
六
五
四
マ
ル
ク
で
あ
る
。
幼
稚
園
で
は
、
全
日
で
、
○
～
五
五

○
マ
ル
ク
、
半
日
で
、
○
～
三
三
○
マ
ル
ク
で
あ
る
。
学
童
保
育
所

に
関
し
て
州
独
自
の
規
定
は
な
い
が
、
実
際
は
○
～
五
七
六
マ
ル
ク

の
両
親
負
担
と
な
っ
て
い
る
。

ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
ー
プ
フ
ァ
ル
ッ
州
を
み
る
と
、
施
設
の
物
件
費
は

一
○
○
％
運
営
者
負
担
で
あ
る
。
保
育
者
等
の
人
件
費
は
州
が
三
十

％
、
青
少
年
局
が
三
十
％
、
施
設
運
営
者
が
二
十
％
、
両
親
が
二
十

％
負
担
す
る
。
人
件
費
の
○
・
八
０
は
保
育
者
の
継
続
教
育
や
研
修

に
当
て
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
両
親
の
一
ヶ
月
の
負
担
額
は
、

幼
稚
園
が
前
述
の
よ
う
に
二
十
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
保
育
所
と

学
童
保
育
所
は
五
十
五
％
ま
で
認
め
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
考
慮
さ

日
本
に
お
け
る
幼
保
二
元
化
が
問
題
と
な
る
時
、
ド
イ
シ
の
よ
う

に
一
元
化
さ
れ
た
制
度
が
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

幼
児
時
代
全
体
を
通
し
て
子
ど
も
の
養
護
、
保
育
、
教
育
を
考
え
る

こ
と
の
自
然
さ
を
知
る
こ
と
と
な
る
。
目
を
日
本
の
現
状
に
転
じ
て

み
る
と
、
部
分
的
な
保
育
所
不
足
が
解
消
し
な
い
一
方
で
幼
稚
園
の

保
育
園
化
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
始
め
て
い
る
。
少
子
時
代
の
到
来

で
経
営
に
危
機
感
を
持
ち
始
め
た
私
立
の
幼
稚
園
の
中
に
は
、
親
の

要
求
に
合
わ
せ
て
保
育
時
間
を
延
長
す
る
と
こ
ろ
が
出
て
き
て
い
る

の
で
あ
る
。
保
育
行
政
の
面
で
も
、
項
目
に
よ
っ
て
は
文
部
省
と
厚

生
省
の
共
管
を
言
う
も
の
も
出
て
く
る
中
で
、
制
度
は
変
わ
ら
ぬ
ま

ま
、
実
態
が
少
し
ず
つ
変
化
し
て
既
成
事
実
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
そ

こ
に
日
本
的
と
い
わ
れ
る
や
り
方
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
改
革
や

変
化
が
場
当
た
り
的
な
も
の
に
な
ら
な
い
た
め
に
は
、
背
景
を
貫
く

理
念
に
関
す
る
共
通
理
解
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
理
念
が
揺
る

が
な
い
と
い
う
点
は
大
い
に
ド
イ
ツ
に
学
び
た
い
。
地
方
分
権
、
幼

れ
る
の
は
保
護
者
の
収
入
と
子
ど
も
の
数
で
あ
る
。
幼
稚
園
を
例
に

と
る
と
、
両
親
の
負
担
額
は
、
子
ど
も
一
人
の
場
合
一
三
五
～
一
五

三
マ
ル
ク
、
子
ど
も
二
人
の
場
合
九
○
～
’
○
二
マ
ル
ク
、
子
ど
も

三
人
の
場
合
四
五
～
五
一
マ
ル
ク
、
子
ど
も
四
人
以
上
の
場
合
無
料

と
な
っ
て
い
る
。
学
童
保
育
所
の
場
合
は
、
四
五
～
四
三
七
マ
ル
ク

で
あ
る
。

三
、
課
題
と
展
望

1２



蝉
咄
‐
寛
溌
（
識
叩
腓
加
川
臘
脱
・
冊
択
蝉
欝
鴬

ドイツの保育
保
冒
兀
化
、
助
成
説
の
原
理
と
い
っ
た
も
の
が
確
固
と
し
て
い
る
の

は
、
そ
の
理
念
を
含
め
て
広
い
支
持
を
得
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
の
保
育
施
設
の
中
で
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
の
考
え
方
は
我
が
国
の
保

育
政
策
に
対
し
て
示
唆
す
る
も
の
が
多
い
。
少
干
化
、
高
齢
化
が
進

む
地
域
で
は
特
に
、
乳
幼
泥
期
か
ら
の
異
年
齢
児
の
交
流
が
可
能
に

な
る
長
所
が
指
摘
さ
れ
る
。
現
実
に
日
本
に
お
い
て
も
、
幼
稚
園
、
保

育
所
、
学
童
保
育
所
の
三
機
能
の
一
体
化
を
試
み
る
保
育
施
設
が
出

て
き
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
場
合
、
法
律
や
所
管
官
庁
の
相
違
な
ど

で
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
生
じ
て
い
る
。
将
来
、
共
管
体
制
が
進
め
ば
、

こ
の
制
度
実
現
に
道
を
鵬
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
の
今
後
の
課
題
は
保
育
所
及
び
学
童
保
育
所
の
一
鰯
の
整

備
で
あ
る
。
幼
稚
園
に
関
し
て
は
、
幼
雅
罰
全
入
法
の
制
定
に
伴
っ

て
質
的
基
準
の
維
持
が
当
面
の
目
標
と
な
ろ
う
。

東
西
統
一
後
の
混
乱
も
一
段
落
し
、
出
生
率
も
下
げ
止
ま
っ
た
感

の
あ
る
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
東
西
格
差
の
尚
一
層
の
是
正
と

い
う
こ
と
は
、
保
育
政
策
に
お
い
て
も
当
面
の
大
き
な
課
題
と
言
い

う
る
の
で
あ
る
。

参
鳶
文
献

国
ロ
己
。
の
貿
冒
』
冒
賦
｛
の
ａ
ご
日
玲
毎
月
司
口
己
芦
』
扁
字
の
①
ご
芦
。
『
の
己
亨
司
局
口
巨
の
己
巨
ゴ
ロ

］
巨
狗
の
ご
ロ
・
得
の
①
「
Ｃ
』
の
可
ロ
ヨ
ニ
の
】
目
印
亘
の
、
の
』
・
の
討
臼
己
巨
庁
ロ
の
曰

］
臣
、
の
ご
ロ
・

の
（
凹
戴
の
び
丙
。

、
巨
己
□
の
⑩
目
風
目
】
、
芹
の
ユ
巨
ヨ
｛
含
『
司
曽
ロ
冨
忌
『
い
の
ロ
』
○
吋
の
。
】
司
旬
、
こ
の
曰
巨
ご
□

』
屋
、
の
己
。
・
杼
の
①
①
宍
冒
△
の
『
］
己
曰
■
ぬ
の
い
の
旨
己
つ
ぎ
目
己
、
の
二
巨
曰
。

騏
評
齢
‐
‐
坤
斑
隈
埒
●
秘
が
晶
拱

田
輿
，
シ
薙
騨
Ⅱ
⑫
‐
騨
咄
‐
叩
‐
開
‐
Ｉ
餌
艸
》
争
寛
〉
缶
に
＄
〉
繋
鴬
＃
鷲
貼

日
囚
喰
の
い
む
生
の
、
の

画
巨
ヨ
ニ
の
臼
己
巳
切
（
の
ユ
Ｅ
ゴ
玲
回
司
司
、
ヨ
〕
］
］
の
ご
い
の
曰
』
○
円
の
艮
吋
【
口
こ
の
己
巨
ロ
ロ

］
倖
、
の
ロ
９
，
＄
①
①
尻
宮
口
の
円
Ｉ
臣
ご
ロ
］
巨
、
の
二
ロ
ゴ
〕
］
は
い
の
、
の
百
（
シ
Ｃ
三
の
、

、
ご
○
。
、
Ｃ
御
薗
］
ぬ
の
、
の
す
ず
巨
ロ
ゴ
〉

口
巨
ニ
ロ
の
⑭
ヨ
ー
ロ
房
（
の
別
］
巨
目
】
扁
已
『
可
回
『
二
一
》
〕
の
］
の
①
ｐ
Ｈ
。
【
の
口
）
可
Ｈ
四
二
の
己
巨
皀
口

唇
、
の
二
Ｐ
］
①
①
の
ｍ
薗
威
、
《
】
い
、
。
①
シ
ヨ
、
、
ワ
の
皀
園
巨
司
弓
口
的
の
⑫
ど
の
耳
の
巨
巨
己
晒

ご
○
ご
尻
目
Ｑ
の
門
口
冒
口
の
［
■
ロ
ロ
ロ
の
、
『
の
ご
巨
三
］
弄
已
の
巨
垪
。
ご
ロ
ゴ
・
・

、
の
巨
芹
ｍ
Ｏ
ｐ
の
、
］
巨
砲
の
ロ
ｓ
ｐ
ｍ
庁
詳
巨
（
の
①
。
『
・
得
①
①
②
Ｂ
四
ｍ
の
⑰
の
嵐
『
円
苣
（
巨
再
、
の
ご

蔑
司
〆
冒
Ｑ
の
門
亨
冠
盲
『
四
一
］
巴
臼
ｐ
ｐ
ｍ
ご
○
ロ
ン
ロ
、
の
ぐ
○
（
の
ヨ
，

の
Ｈ
ｏ
協
曰
■
ロ
己
］
君
．
」
①
の
』
〆
冒
旦
の
『
館
山
『
［
の
已
國
の
旨

小
宮
山
潔
子
１
９
９
７
「
主
要
国
の
保
育
の
現
状
Ｉ
ド
イ
ツ
」
、
「
ド

イ
ツ
の
保
育
の
課
題
Ｉ
東
西
統
一
後
の
変
動
す
る
保
育
の
実
情
に
つ
い
て
」

日
本
保
育
学
会
編
『
諸
外
国
に
お
け
る
保
育
の
現
状
と
課
題
』
世
界
文
化
社

○
ロ
の
【
画
巨
の
曰
の
【
雪
勺
・
痔
ご
」
庁
戸
二
．
こ
の
『
【
】
ロ
９
の
岳
の
可
の
巨
巨
二
ｍ
冒

回
巨
利
○
℃
Ｐ
－
＆
口
、
の
山
の
ヨ
ユ
Ｃ
ゴ
（
巨
己
胸
の
己
巨
ｐ
Ｐ
団
叫
□
回
、
○
国
印
ａ
。
の
、
祠
の
厨
○
口
巴
・

口
巴
薗

（
こ
み
や
ま
き
よ
》
」
）

1３
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